
～ －

法定受託事務 自治事務

有 無

　　　有 　　　無 有 　無 　　　有 　　　無

人

人

⑧

1/4

市　      　  債

平成20年度 事　務　事　業　評　価　シ　ー　ト
平成20年5月19日

19,834263,407

1/4

平成18年度

1/2

1/4

58,176

事務事業を取巻く
環境の変化 ・
実施上の課題

無

事務事業の性質

類 似 事 業

事 務 事 業 名

事  業   期  間

事  業   区  分

大　　柱

大　　綱

関連付け

事業関連ホームページ

業務プロセス(№・名称）

有

と
の
関
係

基
本
計
画 中　　柱

計画(千円)

国  庫　支　出　金

②

区分

地域生活支援

⑥

940

決算(千円)

99

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/9,816,53.html

障がいにより困難な日常生活を、ホームヘルパーにサ
ポートしてもらうことで在宅生活が継続できる。介護者が
介護できないときなどは、ショートステイ等を利用して介護
負担の軽減を図り、施設での援護や訓練を受けながら安
心して生活する。

介護保険各種在宅サービス等

手　　　 　段
（どのような事業

を行うのか)

17,500

73,69073,690

平成22年度

計画(見込)値

当初(千円)
平成18年度 平成21年度
決算(千円) 決算(千円)

身体障がい者、知的障がい者、障がい児、精神障がい者
で、介護が必要な方や、在宅での生活が困難な方、また
職能訓練及び日常生活訓練が必要と認められる方

個別計画の
位置付け

小　　柱

第４期実施計画の
位置付け

障がい者計画

00対象年齢

目
　
　
　
的

平成20年度

251,213

予算(千円)

246,738252,134232,521

増減額(千円)

918

10,330 10,427

1.13人

0.07人

246,738

258,056

事 前 評 価 日

有

有

在宅福祉サービスの推進

1.57人

直  接  事  業  費

無

計画名

意　　　図
(対象にどのよ

うな状態に
なってほしい

のか)

123,111115,465

839

5,013

0

Ａ
　
ト
ー

タ
ル
コ
ス
ト

①

正職員間接投入人員

③

区　　　　　分

間　 接　 経 　費　(加算)

正職員直接投入人員

122,773

258,056

1/2

120,819109,612

国  補  助  率

1/4

1/2

61,688

0

1/4

1/2

61,593

224,056

コ ス ト 対 象 外  (除外)

平成19年度

61,593

トータルコスト計（①＋②＋③－④）

0.1人

693

人　　　件　　　費

262,558243,574

723

補助事業の上乗せ・横出しあり

1,780

3,614

238,837

1/4

0.07人

63,189

116

75,78690,761

11,207 122,773

実績値

吉川市単独

1,886

1,8601,800

60
960

18,57317,442

平成21年度平成20年度

598

2,079
1,979

79

59

850

実績値

1,966

500

目標(見込)値

実績値

平成19年度
目標(見込)値

128128
80

12478

8070

541 523

58

訓練等給付支給件数(就労B・GH)

ホームヘルプサービス等利用者総数

居宅介護等利用時間総数
成
果
指
標

①

600

18,58018,580

600

17,219

16,000 17,300

 無

一般会計

項

目

無

利用の相談、申請に基づき、認定調査員を派遣して障が
いの状況等を調査、審査会を経て支給決定する。利用者
は事業所や施設と契約を結び、サービスの提供を受け
る。事業所等の請求に基づき、市は給付費を支払う。
　入所施設については、県の入所調整会議に図る。

障害福祉費

10,435

通所施設+入所施設利用者実数

施設利用者人数

ホームヘルプサービス利用時間数

件

79,399

1/2 1/2

３月から翌年２月の月々の利用者合計数

目標(見込)値
指　　   　　 標　 　 　　　名　　(上段)

計　算　式　　・　説　     明  　（下段）

10,435

77,759

一部補助Ｄ 全額補助

対
象
指
標

身体障がい者、知的障がい者、障がい児、精神障がい者数

②

受益者負担率（⑩÷⑤）

受益者負担額（使用料・手数料等）

0.07人

1.13人 1.17人

10,435

単　位

年度末手帳所持者数、増加する
人

時間

目

標

設

定

・

実

績

①

②

①
550 560

年間延べ件数（1ヶ月を1件とする）

区分

2,179

計画(見込)値

活
 

動
 

指
 

標 ③

②

60
60

人

0

3014

982 9530

12

健康福祉部 社会福祉課 自立支援係

No.

1.17人

883

19,613

平成18年10月の障害者自立支援法施行により、各施設
は5年以内に新体系に移行しなければならない。

平成22年度

人

そ   　の    他 

148

32,463

0.04

0.07人 0.07人

883

1.17人

全年齢

岡田忠篤事前評価責任者

執 行 方 法

根拠法令等 障害者自立支援法

301413 有
前年度の事務事業

有無・管理番号

介護・訓練等給付事業

048 －

0.06%

10514,088

　　　　有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 直接事業費

毎年繰り返し

款

みんなが支えあう障害者（児）福祉の推進 会計区分

事 業 名元気でやさしさあふれたまちづくり（健康福祉部門）

連絡先

介護訓練等給付事業

2歳平成18年度 事業年齢

所管部署名

基

　
　
本

　
　
事

　
　
項

対　　   　象
（誰を、何を）

未設定

直営

　　　　有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　無

社会福祉費

民生費

歳
出
予
算
科
目

投

入

資

源

④

Ｂ
　
特
定
財
源

⑦

吉川市年間負担経費(Ａ－Ｂ）Ｃ

⑩

⑨

補　助　・　単　独　区　分

⑤

県  支  出  金

県  補  助  率

Copyright(C)2008 Yoshikawa city hall.all rights reserved



①

検討中 既に改善済 改善を検討したが、実施に至っていない 改善した事項は、ない

改

革

改

善

★★★★★

106.79%

単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト－前年度単位コスト）÷前年度単位コスト)

概ね達成された達成された

成果向上とコスト改善ポジション

達成された

現状成果水準・ｺｽﾄ改善の取組を
今後も維持・発展

95.09%

★★★★

平成20年度

一次（事後）評価責任者

障害者自立支援法の施行により、利用者負担は原則１割となるが、所得により月額上限を設け、更に各種減免制度を創設し
低所得者への配慮をしながら、費用を本人も含めた皆で負担しあう考え方に見直しされた。

平成19年度

        縮　小  効率化する

平成18年度

440,481円／人 465,724

評　　価　　判　　断　　理　　由

障害者自立支援法の施行により、利用者負担金が見直しされた。（平成18年4月1日施行）この見直しにより負担が急増した方
もおり、国は、平成19年4月及び平成20年7月からもう一段の負担軽減措置を行った。

受益者負担の
妥当性

自立支援法が施行され、支給決定のプロセスに医師等を含めた審査会が設置され、障害程度区分の認定審査が行われるよ
うになった。

法に規定されており、妥当である。

重度の障がい者が増加していると共に、重度であっても在宅で生活する方が増加していることから、サービス提供時間は、今
後も増加傾向が見込まれる。

実施主体の妥当性

 改善のうえで継続 他の事業に統合

在宅サービスの充実、介護負担の軽減、自立支援に貢献している。

自立支援法施行による改正内容に従い、制度に沿って実施する。

↗

事

業

評

価

妥

当

性

改革改善により
期待される効果

行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を
必要としないサービス

終了・完了

公  　共  　性

国の制度であり、公平性の確保が期待される。

今後の改革改善策

効

率

性

有
 

効
 

性

①

評　価　指　標　名(上段)　／　指　標　の　性　質(下段)区分

上位施策への
貢献度

区　　　分

これまでの
事業の改善状況と

その内容

意　　　図

ニーズ等の
状況と課題

目　　　的
（対象・手段）

-5.42%
コストが若干減少

している

★★★★★

受益者負担
の適正化余地

特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必需性が見当
たらないサービス

市の関与の
妥当性

評　　価

官

民

役

割

分

担

評

価

「改善のうえで継続」
の場合の展開方針 　手段を改善する（実施主体・手段の改善）

障害者自立支援法に基づく事業である。

介護保険のケアマネージャーからの障がい福祉制度に関する問合せや、サービス利用計画の調整等を行うことが多く、障害者自立支援法の施
行により、相談支援事業が位置付けられたので、今後その一部を担っていくことになる介護保険のケアマネとの連携が必要である。

コスト改善の
余   地

二 次 評 価 日

　手段を改善する（実施主体・手段の改善）

業

績

評

価

成果向上
の 余 地

★★★★★

平成20年度

108.20%

★★★★★

★★★★★

107.62% 100.82%

達成された達成された 達成された

効
率
性

結
　
果

増加することが良いとされる指標

説

明

ホームヘルプサービス等利用者総数

ホームヘルプサービス利用時間数及びホームヘルプサービス等利用者総数は増えている。

平成19年度

106.13%

（
一
次
評
価

）

事
業
の
方
向
性

今後の方針

廃止・休止

ホームヘルプサービス等利用者総数

役割分担

単  位
当たり
コスト

増加することが良いとされる指標
目
標
達
成
度

活
動
結
果

①

ホームヘルプサービス利用時間数成
果
結
果

単　　位ト ー タ ル コ ス ト × １ ， ０ ０ ０ 円

終了・完了

   拡　　大

今後の方針   現状のまま継続

一 次 評 価 日

説   明

「改善のうえで継続」
の場合の展開方針

二
次
評
価

  改善のうえで継続

関根　勇

他の事業に統合

平成21年6月26日

　 効率化する

廃止・休止 現状のまま継続

   拡　　大

介護保険該当者については、介護保険が優先されるが、介護保険にないサービスや、障がい特有の支援については障がい福祉サービスが適
用される。障害者自立支援法の施行により、支給決定のプロセスに医師等を含めた審査会を設置し、障害程度区分の認定審査を行う仕込みを
整えた。

        縮　小

「今後の方針」
の説明

（計画内容等）

0 

5 

10 

-10 

-5 

0 

5 

10 

-10 

-5 

0 

5 

10 

-10 -5 0 5 10 

③経常的・一般専門性 ④政策的・一般専門性

①政策的・行政専門性②経常的行政専門性

-10 

-5 

0 

5 

10 

-10 -5 0 5 10 

妥 当

問題あり

妥 当

問題あり

妥 当

問題あり

あ り

な し

低

高 高

低

ｺｽﾄ改善ｴﾘｱ

成

果

向

上

改
善
の
必
要
性

小

大

改善の

必要性

小

小

大

な し

あ り

あ り

な し

あ り

な し

必 要 性

選 択 性

公
益
性
・
共
同
消
費
性

私
益
性
・
個
人
消
費
性 ③選択・私益 ④選択・公益

①必需・公益②必需・私益

経
常
業
務

政
策
形
成

一般専門性

小 コスト減少 大

成果改善

低 改 善

コスト改善

高 改 善

行政専門性
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